
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のパチンコ機台からなる島の台間に
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台間玉貸機がそれぞれ位置し、前記島のほぼ左
右中央部位に両替機が配置され、これら各々の台間玉貸機に投入された硬貨が前記島内の
下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベルト上に投下され、この投下された硬貨を前記搬送ベ
ルトにて水平搬送して前記両替機内の硬貨払出機構部または硬貨回収部に補給または回収
してなるパチンコ設備における島内硬貨搬送システムにおいて、前記硬貨搬送機構の搬送
ベルトは前記投下された硬貨を左右から水平搬送する左右一対の搬送ベルトで構成され、
前記左右一対の搬送ベルトによって左右から搬送された硬貨を導入しリフトアップして前
記両替機へ導く硬貨リフトアップ機構を備え、前記硬貨リフトアップ機構は、前記搬送ベ
ルトのうち左側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入する左側の硬貨導入口と右側の搬
送ベルトから搬送された硬貨を導入する右側の硬貨導入口を下部に設け上部に硬貨導出口
を設けたガイドケース内に、上下一対のプーリに掛け渡された無端ベルト状のリフトアッ
プベルトを備え、該リフトアップベルトの表面に所定間隔を存して形成されたＶ字形の傾
斜突条部を構成し、前記硬貨搬送機構の前記左右一対の搬送ベルトを交互に運転すること
により、左側の搬送ベルトにより搬送された硬貨を左側の硬貨導入口よりガイドケース内
に導入すると共に、右側の搬送ベルトにより搬送された硬貨を右側の硬貨導入口よりガイ
ドケース内に導入し、該ガイドケース内に導入した硬貨を前記リフトアップベルトの傾斜
突条部に保持して上昇させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から導出させ、前
記硬貨導出口から導出された硬貨が、前記硬貨払出機構部のホッパに硬貨を補給する第１



ことを特徴とするパチンコ設備における島内硬貨搬送シ
ステム。
【請求項２】
　複数のパチンコ機台からなる島の台間に

ことを特徴とするパチンコ設備における島内硬貨搬送システム。
【請求項３】
　

ことを特徴とす
る請求項１または２に記載のパチンコ設備における島内硬貨搬送システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ設備における島内硬貨搬送システムに関し、特に、互いに並列させて
設置された複数のパチンコ機台のブロック（以下、これを「島」と称する）の各々の台間
（互いに隣接するパチンコ機台間）に配設された台間玉貸機に投入された硬貨の両替機へ
の補給及び回収システムに工夫を施すことにより、設備の低コスト化を図るようにしたも
のである。
【０００２】
従来、この種のパチンコ設備においては、例えば特開昭６２－１９１９９４号公報に開示
されているように、島の各々の台間に台間玉貸機をそれぞれ配置し、これら各々の台間玉
貸機に投入された硬貨を島内の下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベルト上に投下してなる
とともに、この搬送ベルト上に投下された硬貨を島の左側または右側の一方の片側端に設
置された両替機内に向け水平搬送して、この両替機内の硬貨払出機構部または硬貨回収部
に補給または回収してなるシステム構成を有するものがある。
【０００３】
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の硬貨投入路と前記硬貨回収部に硬貨を回収する第２の硬貨投入路とが形成された硬貨投
入部に投入されるよう構成された

台間玉貸機がそれぞれ位置し、前記島のほぼ左
右中央部位に両替機が配置され、これら各々の台間玉貸機に投入された硬貨が前記島内の
下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベルト上に投下され、この投下された硬貨を前記搬送ベ
ルトにて水平搬送して前記両替機内の硬貨払出機構部または硬貨回収部に補給または回収
してなるパチンコ設備における島内硬貨搬送システムにおいて、前記硬貨搬送機構の搬送
ベルトは前記投下された硬貨を左右から水平搬送する左右一対の搬送ベルトで構成され、
前記左右一対の搬送ベルトによって左右から搬送された硬貨を導入しリフトアップして前
記両替機へ導く硬貨リフトアップ機構を備え、前記硬貨リフトアップ機構は、前記搬送ベ
ルトのうち左側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入する左側の硬貨導入口と右側の搬
送ベルトから搬送された硬貨を導入する右側の硬貨導入口を下部に設け上部に硬貨導出口
を設けたガイドケース内に、上下一対のプーリに掛け渡された無端ベルト状のリフトアッ
プベルトを備え、前記リフトアップベルトの表面には硬貨を１個ずつ保持するように所定
間隔を存して一方向に下降傾斜した突条部を備え、前記硬貨搬送機構の前記左右一対の搬
送ベルトを交互に運転することにより、左側の搬送ベルトにより搬送された硬貨を左側の
硬貨導入口よりガイドケース内に導入すると共に、右側の搬送ベルトにより搬送された硬
貨を右側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入し、前記左側の硬貨導入口よりガイドケ
ース内に導入される硬貨を前記リフトアップベルトの正回転によって上昇する側の前記リ
フトアップベルトの傾斜突条部に保持して前記リフトアップベルトの正回転によって上昇
させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から導出し、前記右側の硬貨導入口より
ガイドケース内に導入された硬貨を前記リフトアップベルトの逆回転によって上昇する側
の前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して前記リフトアップベルトの逆回転によ
って上昇させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から導出し、前記硬貨導出口か
ら導出された硬貨が、前記硬貨払出機構部のホッパに硬貨を補給する第１の硬貨投入路と
前記硬貨回収部に硬貨を回収する第２の硬貨投入路とが形成された硬貨投入部に投入され
るよう構成された

前記ガイドケースの上下中間部には、前記左右一対の搬送ベルトから搬送された大小２
種の硬貨のうちの大径硬貨は通過できず小径硬貨が通過する大きさの硬貨選出口を形成し
、リフトアップ途上で前記硬貨選出口から小径硬貨を通過させて分離する



【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のパチンコ設備における島内硬貨搬送システムでは、島端
側に設置した両替機に向けて各々の台間玉貸機から投下された硬貨を搬送ベルトにより搬
送し、両替機に補給あるいは回収してなることから、硬貨搬送経路が長く、硬貨搬送シス
テムが大型化する。
【０００４】
また従来、島の左右中央部位に両替機を設置してなる構成を有するものでは、各々の台間
玉貸機から投下された硬貨を搬送ベルトにより島端側に搬送して回収するか、あるいは島
端側に搬送された硬貨をリフトアップし、補給経路を介して両替機に補給してなることか
ら、上述した従来のものと同様に硬貨搬送経路が長く、両替機への硬貨の補給または回収
が効率良く行なえないばかりでなく、設備コストが高くなるという問題があった。
【０００５】
本発明の目的は、台間玉貸機から投下される硬貨の両替機への補給または回収が効率良く
行なえ、設備コストの低減化を図ることができるようにしたパチンコ設備における島内硬
貨搬送システムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本発明は、

【０００７】
　また、
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複数のパチンコ機台からなる島の台間に台間
玉貸機がそれぞれ位置し、前記島のほぼ左右中央部位に両替機が配置され、これら各々の
台間玉貸機に投入された硬貨が前記島内の下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベルト上に投
下され、この投下された硬貨を前記搬送ベルトにて水平搬送して前記両替機内の硬貨払出
機構部または硬貨回収部に補給または回収してなるパチンコ設備における島内硬貨搬送シ
ステムにおいて、前記硬貨搬送機構の搬送ベルトは前記投下された硬貨を左右から水平搬
送する左右一対の搬送ベルトで構成され、前記左右一対の搬送ベルトによって左右から搬
送された硬貨を導入しリフトアップして前記両替機へ導く硬貨リフトアップ機構を備え、
前記硬貨リフトアップ機構は、前記搬送ベルトのうち左側の搬送ベルトから搬送された硬
貨を導入する左側の硬貨導入口と右側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入する右側の
硬貨導入口を下部に設け上部に硬貨導出口を設けたガイドケース内に、上下一対のプーリ
に掛け渡された無端ベルト状のリフトアップベルトを備え、該リフトアップベルトの表面
に所定間隔を存して形成されたＶ字形の傾斜突条部を構成し、前記硬貨搬送機構の前記左
右一対の搬送ベルトを交互に運転することにより、左側の搬送ベルトにより搬送された硬
貨を左側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入すると共に、右側の搬送ベルトにより搬
送された硬貨を右側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入し、該ガイドケース内に導入
した硬貨を前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して上昇させると共に該上昇させ
た硬貨を前記硬貨導入口から導出させ、前記硬貨導出口から導出された硬貨が、前記硬貨
払出機構部のホッパに硬貨を補給する第１の硬貨投入路と前記硬貨回収部に硬貨を回収す
る第２の硬貨投入路とが形成された硬貨投入部に投入されるよう構成されたものである。

本発明は、複数のパチンコ機台からなる島の台間に台間玉貸機がそれぞれ位置し
、前記島のほぼ左右中央部位に両替機が配置され、これら各々の台間玉貸機に投入された
硬貨が前記島内の下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベルト上に投下され、この投下された
硬貨を前記搬送ベルトにて水平搬送して前記両替機内の硬貨払出機構部または硬貨回収部
に補給または回収してなるパチンコ設備における島内硬貨搬送システムにおいて、前記硬
貨搬送機構の搬送ベルトは前記投下された硬貨を左右から水平搬送する左右一対の搬送ベ
ルトで構成され、前記左右一対の搬送ベルトによって左右から搬送された硬貨を導入しリ
フトアップして前記両替機へ導く硬貨リフトアップ機構を備え、前記硬貨リフトアップ機
構は、前記搬送ベルトのうち左側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入する左側の硬貨
導入口と右側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入する右側の硬貨導入口を下部に設け
上部に硬貨導出口を設けたガイドケース内に、上下一対のプーリに掛け渡された無端ベル
ト状のリフトアップベルトを備え、前記リフトアップベルトの表面には硬貨を１個ずつ保



【０００８】
　さらに、

ことを
特徴とするものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明すると、図１はパチンコ設備
の全体構成を概略的に示すもので、図中１はパチンコ設備ユニットで、このパチンコ設備
ユニット１の複数台を互いに左右に並列させて設置することにより島を形成している。
【００１０】
これら各々のパチンコ設備ユニット１は、例えば互いに２列に並列させて背中合わせで設
置された４台のパチンコ機台２からなり、これら互いに隣接するパチンコ機台２，２間の
各々の台間には、台間玉貸機３がそれぞれ配置されている。
【００１１】
また、前記複数台のパチンコ設備ユニット１からなる島のほぼ左右中央部位には、両替機
４が設置されていて、この両替機４には、図２に示すように、外部からの硬貨投入部５が
接続され、この硬貨投入部５は、前記両替機４内の硬貨払出機構部４０のホッパ４１内に
同一金種の硬貨（例えば５００円硬貨）Ｐを補給する第１の硬貨投入路５Ａと、硬貨回収
部（硬貨回収金庫）４２内に連通する第２の硬貨投入路５Ｂとがシャッタ（図示せず）に
て切換え制御可能に分岐形成されている。
【００１２】
そして、図中１０は前記島内の下部に設置された硬貨搬送機構で、この硬貨搬送機構１０
は、左右一対の搬送ベルト１１Ａ，１１Ｂからなり、これらの搬送ベルト１１Ａ，１１Ｂ
上には、前記島の台間に配置された各々の台間玉貸機３に投入された硬貨Ｐが投下される
とともに、これら各々の搬送ベルト１１Ａ，１１Ｂ上に投下された硬貨Ｐを前記島のほぼ
左右中央部位に設置された両替機４に向け水平搬送して、後述する硬貨リフトアップ機構
２０を介して前記両替機４の硬貨投入部５に投入し、この硬貨投入部５の切換え制御によ
り、前記第１の硬貨投入路５Ａまたは第２の硬貨投入路５Ｂを介して両替機４内の硬貨払
出機構部４０のホッパ４１または硬貨回収部４２に補給または回収してなる構成を有する
ものである。
【００１３】
すなわち、前記硬貨リフトアップ機構２０は、図３及び図４に示すように、ガイドケース
２１と、このガイドケース２１内の上下一対のプーリ２２Ａ，２２Ｂ間に昇降自在に掛け
渡して設けられた１基の無端ベルト状のリフトアップベルト２３と、このリフトアップベ
ルト２３の表面に所定の間隔を存して形成されたＶ字形の傾斜突条部２４とで構成されて
いる。
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持するように所定間隔を存して一方向に下降傾斜した突条部を備え、前記硬貨搬送機構の
前記左右一対の搬送ベルトを交互に運転することにより、左側の搬送ベルトにより搬送さ
れた硬貨を左側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入すると共に、右側の搬送ベルトに
より搬送された硬貨を右側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入し、前記左側の硬貨導
入口よりガイドケース内に導入される硬貨を前記リフトアップベルトの正回転によって上
昇する側の前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して前記リフトアップベルトの正
回転によって上昇させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から導出し、前記右側
の硬貨導入口よりガイドケース内に導入された硬貨を前記リフトアップベルトの逆回転に
よって上昇する側の前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して前記リフトアップベ
ルトの逆回転によって上昇させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から導出し、
前記硬貨導出口から導出された硬貨が、前記硬貨払出機構部のホッパに硬貨を補給する第
１の硬貨投入路と前記硬貨回収部に硬貨を回収する第２の硬貨投入路とが形成された硬貨
投入部に投入されるよう構成されたものである。

前記ガイドケースの上下中間部には、前記左右一対の搬送ベルトから搬送され
た大小２種の硬貨のうちの大径硬貨は通過できず小径硬貨が通過する大きさの硬貨選出口
を形成し、リフトアップ途上で前記硬貨選出口から小径硬貨を通過させて分離する



【００１４】
そして、前記ガイドケース２１の左右両側面の下部には、硬貨導入口２５Ａ，２５Ｂがそ
れぞれ設けられていて、これらの硬貨導入口２５Ａ，２５Ｂから前記硬貨搬送機構１０の
各々の搬送ベルト１１Ａ，１１Ｂの交互運転（実線または点線矢印で示す）にて左右２方
向から交互に搬送される硬貨Ｐをシュータ２６Ａ，２６Ｂを介して前記ガイドケース２１
内に導入することにより、前記リフトアップベルト２３の傾斜突条部２４にて保持して上
昇させるとともに、前記ガイドケース２１の上部に設けた硬貨導出口２７からシュータ２
８を介して前記両替機４の硬貨投入部５に投入してなるものである。
【００１５】
また、図５から図７は前記硬貨リフトアップ機構２０の他の実施の形態を示すもので、リ
フトアップベルト２３の表面に所定の間隔を存して形成される突条部２４を一方向に下降
傾斜させてなる構成とし、前記硬貨搬送機構１０の各々の搬送ベルト１１Ａ，１１Ｂの交
互運転にて左右２方向からシュータ２６Ａ，２６Ｂを介して交互に搬送される硬貨Ｐ、例
えば図５に示すように、左側の搬送ベルト１１Ａからの硬貨Ｐを硬貨導入口２５Ａを介し
て前記ガイドケース２１内に導入し、前記リフトアップベルト２３の正回転（実線矢印で
示す）と共に傾斜突条部２４にて保持して上昇させるとともに、前記ガイドケース２１の
上部に設けた硬貨導出口２７からシュータ２８を介して前記両替機４の硬貨投入部５に投
入してなるものである。
【００１６】
一方、図６に示すように、右側の搬送ベルト１１Ｂからの硬貨Ｐは、硬貨導入口２５Ｂを
介して前記ガイドケース２１内に導入され、前記リフトアップベルト２３の逆回転（点線
矢印で示す）と共に傾斜突条部２４にて保持して上昇させるとともに、前記ガイドケース
２１の上部で反転させて前記硬貨導出口２７からシュータ２８を介して前記両替機４の硬
貨投入部５に投入してなるものである。
【００１７】
この場合、前記ガイドケース２１の左右両側面の上下中間部位には、図７に示すように、
硬貨選出口２９が開口し、この硬貨選出口２９は、例えば５００円硬貨Ｐよりも小さな１
００円硬貨Ｐ１のみが通過可能な長さ及び幅形状を有し、これによって、前記硬貨搬送機
構１０から搬送されて硬貨リフトアップ機構２０にてリフトアップされる５００円硬貨Ｐ
と１００円硬貨Ｐ１との大小２種の硬貨の中、１００円硬貨である小径硬貨Ｐ１をリフト
アップ途上で分離させ、前記両替機４内の硬貨回収部４２に直接回収するような硬貨振分
機能を備えている。
【００１８】
【発明の効果】
　以上説明したように、
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本発明の請求項１の構成は、複数のパチンコ機台からなる島の台
間に台間玉貸機がそれぞれ位置し、前記島のほぼ左右中央部位に両替機が配置され、これ
ら各々の台間玉貸機に投入された硬貨が前記島内の下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベル
ト上に投下され、この投下された硬貨を前記搬送ベルトにて水平搬送して前記両替機内の
硬貨払出機構部または硬貨回収部に補給または回収してなるパチンコ設備における島内硬
貨搬送システムにおいて、前記硬貨搬送機構の搬送ベルトは前記投下された硬貨を左右か
ら水平搬送する左右一対の搬送ベルトで構成され、前記左右一対の搬送ベルトによって左
右から搬送された硬貨を導入しリフトアップして前記両替機へ導く硬貨リフトアップ機構
を備え、前記硬貨リフトアップ機構は、前記搬送ベルトのうち左側の搬送ベルトから搬送
された硬貨を導入する左側の硬貨導入口と右側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入す
る右側の硬貨導入口を下部に設け上部に硬貨導出口を設けたガイドケース内に、上下一対
のプーリに掛け渡された無端ベルト状のリフトアップベルトを備え、該リフトアップベル
トの表面に所定間隔を存して形成されたＶ字形の傾斜突条部を構成し、前記硬貨搬送機構
の前記左右一対の搬送ベルトを交互に運転することにより、左側の搬送ベルトにより搬送
された硬貨を左側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入すると共に、右側の搬送ベルト
により搬送された硬貨を右側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入し、該ガイドケース



こと
から、台間玉貸機から投下される硬貨の両替機への補給または回収を能率良く行うことが
できるとともに、設備コストの低減化を図ることができる。
【００１９】
　また、

ことから、台間玉貸機から投下され
る硬貨の両替機への補給または回収を能率良く行うことができるとともに、設備コストの
低減化を図ることができる。
【００２０】
　さらに、 、硬貨リフトアップ機構は、

から搬送された大小２種の硬貨のうちの小径硬貨をリフトアップ途上で分離させる硬貨
振分機能を備えてなるために、従前のような両替機内の硬貨分離装置が不要になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るパチンコ設備における島内硬貨搬送システムの実施の形態の全体構
成を示す説明図。
【図２】同じく島内硬貨搬送システムの全体構成の概略的説明図。
【図３】同じく硬貨リフトアップ機構の断面図。
【図４】図３のＡ－Ａ線における断面図。
【図５】同じく硬貨リフトアップ機構の他の実施の形態を示す断面図。
【図６】同じく硬貨リフトアップ機構の断面図。
【図７】同じく硬貨リフトアップ機構における硬貨振分機能の説明図。
【符号の説明】
１・・・パチンコ設備ユニット、
２・・・パチンコ機台、
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内に導入した硬貨を前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して上昇させると共に該
上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から導出させ、前記硬貨導出口から導出された硬貨が、
前記硬貨払出機構部のホッパに硬貨を補給する第１の硬貨投入路と前記硬貨回収部に硬貨
を回収する第２の硬貨投入路とが形成された硬貨投入部に投入されるよう構成された

本発明の請求項２の構成は、複数のパチンコ機台からなる島の台間に台間玉貸機
がそれぞれ位置し、前記島のほぼ左右中央部位に両替機が配置され、これら各々の台間玉
貸機に投入された硬貨が前記島内の下部に設けた硬貨搬送機構の搬送ベルト上に投下され
、この投下された硬貨を前記搬送ベルトにて水平搬送して前記両替機内の硬貨払出機構部
または硬貨回収部に補給または回収してなるパチンコ設備における島内硬貨搬送システム
において、前記硬貨搬送機構の搬送ベルトは前記投下された硬貨を左右から水平搬送する
左右一対の搬送ベルトで構成され、前記左右一対の搬送ベルトによって左右から搬送され
た硬貨を導入しリフトアップして前記両替機へ導く硬貨リフトアップ機構を備え、前記硬
貨リフトアップ機構は、前記搬送ベルトのうち左側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導
入する左側の硬貨導入口と右側の搬送ベルトから搬送された硬貨を導入する右側の硬貨導
入口を下部に設け上部に硬貨導出口を設けたガイドケース内に、上下一対のプーリに掛け
渡された無端ベルト状のリフトアップベルトを備え、前記リフトアップベルトの表面には
硬貨を１個ずつ保持するように所定間隔を存して一方向に下降傾斜した突条部を備え、前
記硬貨搬送機構の前記左右一対の搬送ベルトを交互に運転することにより、左側の搬送ベ
ルトにより搬送された硬貨を左側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入すると共に、右
側の搬送ベルトにより搬送された硬貨を右側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入し、
前記左側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入される硬貨を前記リフトアップベルトの
正回転によって上昇する側の前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して前記リフト
アップベルトの正回転によって上昇させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導入口から
導出し、前記右側の硬貨導入口よりガイドケース内に導入された硬貨を前記リフトアップ
ベルトの逆回転によって上昇する側の前記リフトアップベルトの傾斜突条部に保持して前
記リフトアップベルトの逆回転によって上昇させると共に該上昇させた硬貨を前記硬貨導
入口から導出し、前記硬貨導出口から導出された硬貨が、前記硬貨払出機構部のホッパに
硬貨を補給する第１の硬貨投入路と前記硬貨回収部に硬貨を回収する第２の硬貨投入路と
が形成された硬貨投入部に投入されるよう構成された

請求項３の構成によって 前記左右一対の搬送ベル
ト



３・・・台間玉貸機、
４・・・両替機、
４０・・・硬貨払出機構、
４１・・・ホッパ、
４２・・・硬貨回収部、
５・・・硬貨投入部、
１０・・・硬貨搬送機構、
１１Ａ，１１Ｂ・・・搬送ベルト、
２０・・・硬貨リフトアップ機構、
２１・・・ガイドケース、
２３・・・リフトアップベルト、
２４・・・傾斜突条部、
２５Ａ，２５Ｂ・・・硬貨導入口、
２６Ａ，２６Ｂ・・・シュータ、
２７・・・硬貨導出口、
２８・・・シュータ、
２９・・・硬貨選出口、
Ｐ・・・硬貨。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ７ 】
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